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田

中

正

義

一
、
学
説
史
的
回
顧
(
粗
描
)
、
問
題
の
所
在

嘗
て
前
世
紀
末
葉
一
八
八
三
一
年
、

ブ
レ
ド
リ
ク
!
シ
イ
ポ
ウ
ム
は
、
そ
の
生
涯
の
代
表
的
著
作
に
序
し
て
、
「
拙
論
は
、
〔
ア
ン
グ
ロ
ウ

ー
サ
グ
ソ
ン
の
移
住
以
後
の
〕
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
史
が
、

一
般
人
民
大
衆
の
『
自
由
』
を
以
て
開
始
せ
ら
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
彼
等

の
『
隷
属
』
を
以
て
開
始
せ
ら
れ
た
か
、
・
:
:
と
云
う
今
日
猶
未
解
決
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
努
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

経
済
史
を
そ
の
起
始
に
於
て
正
し
い
発
展
軌
道
に
定
置
せ
し
め
ん
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
回
っ
て
、
抑
々
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ

ク
ソ
ン
の
移
住
以
来
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
生
ぜ
る
経
済
的
進
化
の
性
質
に
関
し
史
家
の
執
る
所
の
見
解
ほ
根
本
的
に
右
の
問
に
対
す
る
答

(

1

)

 

如
何
に
懸
っ
て
い
る
」
旨
い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
所
が
あ
っ
た
。
而
し
て
彼
自
身
は
と
4
2

史
の
出
発
点
を
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
サ
ン
の
支
配
下
農
村
人
口
の
マ
ナ
領
主
権
へ
の
一
般
的
な
隷
属
の
状
態

i
l彼
に
従
え
ば
、
イ
ン

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?
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「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

一一一一一一

グ
ラ
ン
ド
農
村
の
一
般
大
衆
が
夫
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
実
に
一
千
年
の
長
き
に
豆
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
経
済
の
進
化
を
要
し
た
所
の

ー
ー
に
求
め
、
斯
く
し
て
マ
ナ
領
主
権
下
に
隷
属
の
状
態
に
在
る
村
落
共
同
体
の
発
展
過
程
を
前
記
著
作
を
通
じ
て
具
さ
に
叙
述
し
た
の

〈

2
〉

(
3
)

で
あ
っ
た
。
彼
の
所
説
に
は
、
そ
の
後
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

i
ド
フ
に
依
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
批
判
が
加
え
ら
れ

た
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
両
者
に
い
ま
一
般
的
に
代
表
せ
、
り
れ
る
所
謂
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
的
立
場
は
、
最
近
年
に
至
っ
て
ス
テ
ン
タ
ン
の
畢
生

の
大
著
に
於
て
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
史
の
出
発
点
を
形
成
す
る
も
の
は
マ
ナ
に
非
ず
し
て
、
自
由
農
民
の
共
同
体
で
あ
る
」
と
し
て
、

「
オ
ウ
ル
ド
I

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
【
『
ノ
ル
マ
ン
征
服
』
(
一

O
六
六
)
に
至
る
迄
の

『
移
住
』
以
来
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
ソ
ン
の

社
会
】
の
発
展
の
基
本
路
線
は
、
当
初
、
彼
等
と
王
と
の
間
に
如
何
な
る
領
主
の
介
在
を
も
容
認
せ
ざ
る
(
玉
以
外
の
如
何
な
る
者
に
も

従
属
す
る
こ
と
な
き
)
自
由
民
に
依
り
本
質
的
に
構
成
せ
ら
れ
て
い
た
農
民
層
が
、
次
第
に
経
済
的
人
格
的
独
立
を
喪
失
し
て
い
っ
た
過

程
と
し
て
、
叙
述
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
一
式
う
形
で
、
ひ
と
た
び
定
式
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
嘗
て
一
九
ニ

0
年
代

迄
の
今
世
紀
初
頭
の
時
点
で
ゲ
オ
ル
グ
l

フ
ォ
ン
l

ベ
ロ
ウ
が
ド
イ
ツ
太
古
代
。
ぽ
【
M
g
H
R
Z
C誌
の
口
に
関
す
る
其
の
研
究
史
の
回
顧

に
お
い
て
到
達
せ
る
ち
は
凡
そ
対
蹴
的
に
、
ム
7
や
ス
テ
ン
タ
ン
亡
き
あ
と
、
今
日
に
お
い
て
は
再
び
ま
た
ン
イ
ポ
ウ
ム
の
立
場
!
即

ち
所
謂
ロ
マ
ニ
ス
ト
的
立
場
の
復
興
の
機
運
が
漸
く
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
目
下
進
行
中
の
企
画
1
1
1
『
ケ
イ
ム
プ
リ
ヂ
農
業
史
』
の

最
近
刊
・
第
一
巻
第
二
部
(
一
九
七
二
)
に
お
い
て
、

一
九
五
六
年
以
来
木
叢
書
の
総
編
輯
者
の
地
位
に
在
る
フ
ィ
ツ
バ
ア
グ
は
、
自
ら

『一

O
四
二
年
迄
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
i

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』
を
分
担
執
筆
し
て
い
る
が
、
其
の
『
移
住
』
直
後
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
ー

サ
ク
ソ
ン
の
社
会
状
態
安
扱
え
る
第
二
章
『
第
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
』
の
結
び
に
於
て
、
彼
は
、
「
争
う
余
地
な
き
明
白
な
る

証
拠
に
依
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
否
応
な
し
に
、
第
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
を
、
直
接
的
に
は
一
部
奴
隷
に
依
り
一
部
隷
属
的
な

祖
先
を
有
つ
保
有
農
に
依
り
耕
作
さ
れ
る
所
の
直
轄
領
を
有
す
る
、
奴
隷
主
的
貴
族
層
が
主
と
し
て
支
配
す
る
所
の
社
会
内
今
日
一
部
ド
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「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
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?

二
二
四

そ
れ
は
、
最
下
層
の
自
由
民
、

(
8
V
 

司、史的円相言師、

SNC芯
ま
が
こ
れ
に
当
る
。

が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

田
舎
者
、
百
姓
、
農
夫
を
意
味
し
て
お
り
、
通
常
羅
旬
語
で
は

ぎ
3
0
5
司〆

チ
ェ
オ
ル
ル
が
、
土
地
保
有
者
で
あ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
九
世
紀
以
降
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
「
統

一
」
す
べ
き
初
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
司
七
王
国
』
同
名
S
R
V吋
の
ひ
と
つ
ウ
ェ
シ
グ
ス
巧
2
回日

の
成
文
法
l
l
l
こ
の
の
ち
後
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
代
々
の
王
の
立
法
の
基
礎
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
イ
ネ

ロ
巴
王
の
法
典
(
六
八
八

l
六
九
四
九
で
さ
え
、
元
来
そ
の
王
の
法
典
(
八
八
六
i
八
九

O
)
の
附
録
の
形
で

g忘
さ
れ
て
今
日
わ
れ

わ
れ
に
伝
わ
っ
て
い
る
、
か
の
有
名
な
る
ア
ル
フ
レ
ド

王
国
に
お
け
る
最
初

zoハ
吋

-
m
∞∞

t

泊
民
目
白
(
叫
・
∞
叶

Hiss
〔
大
王
〕
が
、
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
つ
つ

あ
っ
た
北
ゲ
ル
マ
ン
の
デ
イ
ン
人
口

g
g
の
首
長
グ
ズ
ル
ム
の
己

F
E
S
2・
g
S
と
の
聞
に
、

彼
の
ロ
ン
ド
ン
恢
復
(
入
八
六
)

後
、
締
結
せ
る
協
定
『
ア
ル
ブ
レ
ド
と
グ
ズ
ル
ム
と
の
平
和
』
人
向
『
『
丘
町

hgh向
。
、
句
、
さ
さ
語
、
可
ミ
ハ
八
八
六
|
八
九

O
)
の
第
二
条

に
は
、
次
の
ご
と
く
あ
る
。

『
更
に
、
何
者
か
が
殺
害
せ
ら
れ
ん
か
、
わ
れ
わ
れ
(
ア
ル
フ
レ
ド
並
び
に
グ
ズ
ル
ム
〉
両
人
は
、
厳
密
に
、
ィ
ン
グ
リ
シ
ュ
と
デ
イ

ン
と
を
〔
そ
の
人
命
補
償
金
の
金
額
に
於
て
〕
同
額
に
、
即
ち
八
郎
ず
半
〔
の
重
量
〕
の
純
金
に
於
て
、
評
価
す
べ
し
。
但
、
其
の
際
、

ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
占
有
す
る
チ
ェ
オ
ル
ル
と
、
彼
等
の

(
1デ
イ
ン
の
)
解
放
奴
隷
と
は
、
之
を
除
く
。
此
等
両
者
は
ま
た
同
額
に
、

ジ
リ
ン
グ

(
U
)

即
ち
共
に
〔
人
命
金
〕
二
百
銀
士
山
に
於
て
評
価
せ
ら
る
べ
し
。
』

右
の
記
述
中
、
「
ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
占
有
す
る
チ
ェ
オ
ル
ル
」
(
門
司
ロ
ミ

T
s
h
A
¥も
に
ぎ
骨
色
。
に
関
し
て
は
、

従
来
、
種
々
様
々

な
る
解
釈
が
施
さ
れ
、
例
え
ば
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
!
ド
フ
は
一
九

O
五
年
、
こ
の
場
合
の
チ
ェ
オ
ル
ル
を
以
て
依
然
土
地
所
有
者
と
し
て
の
一

般
自
由
民
、
ま
た
ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
、
王
に
公
租
と
し
て
の
ガ
ヴ
ォ
ル
を
納
付
す
る
義
務
を
負
ぶ
る
も
、
チ
ェ
オ
ル
ル
自
身
の
所
有
権



に
於
て
彼
に
占
有
さ
れ
て
い
る
所
の
土
地
、
と
し
て
把
握
し
九
九
十
ス
テ
ン
タ
ン
は
前
記
大
著
の
初
版
(
一
九
四
三
)
こ
の
か
た
、
彼
自
身

と
基
本
的
に
は
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
立
場
を
同
じ
く
す
る
先
人
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
l
ド
フ
の
右
の
所
説
を
斥
け
つ
つ
、
此
の
場
合
の
チ
ェ
オ
ル
ル

が
自
由
民
(
|
奴
隷
に
非
ず
と
云
う
意
味
以
上
の
積
極
的
な
る
意
味
に
於
て
)
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
な
が
ら
も
、
猶

E
っ
そ
の
ガ

ヴ
ォ
ル
を
公
租
な
ら
ざ
る
地
代
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
こ
の
チ
ェ
オ
ル
ル
が
、
領
主
よ
り
地
代
給
付
の
条
件
下
に
一
定
の
土

ハ
日
)

地
を
借
り
受
け
て
い
る
、
法
的
に
は
自
由
に
し
て
経
済
的
に
は
従
属
的
な
る
農
民
で
あ
る
と
し
た
。
筆
者
は
、
此
の
場
合
の
チ
ェ
オ
ル
ル

の
解
釈
に
関
す
る
限
り
、

一
応
後
者
の
見
解
に
与
し
た
い
と
思
う
。

い
っ
た
い
、
ガ
ヴ
ォ
ル
な
る
語
は
、
元
来
、
ォ
ウ
ル
ド
I

イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
動
詞
バ

qQ司
へ

の

名

詞

形

で

、

(

M

)

 

税
、
貢
物
、
地
代
、
利
子
を
意
味
し
、
通
常
羅
旬
語
で
は
せ
町
内
た
h
Q
F

マ
&
ミ
ど
3

P

R
さ
ま
、
む
を
ミ
に
依
っ
て
表
わ
さ
れ
る
が
、
初
期
の

(
「
与
え
る
」
の
意
)

租、

法
的
陳
述
史
料
に
此
の
語
が
現
わ
れ
る
場
合
、
ま
ず
、
そ
れ
が
公
的
な
貢
租
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ
と
も
土
地
保
有
者
に
依
り
土
地
所
有

者
に
支
払
わ
る
べ
き
私
的
な
地
代
を
意
味
す
る
か
、
判
然
と
し
な
い
場
合
が
多
い
。
然
し
乍
ら
此
の
『
ア
ル
フ
レ
ド
と
グ
ズ
ル
ム
と
の
平

和
』
に
於
け
る
「
ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
占
有
す
る
チ
ェ
オ
ル
ル
」
の
場
合
の
ガ
ヴ
ォ
ル
は
、
ま
さ
し
く
地
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
此
の
場
合
の
土
地
所
有
者
な
ら
ざ
る
土
地
保
有
者
と
し
て
の
チ
ェ
オ
ル
ル
は
、
右
の
『
平
和
』
文
書
よ
り
約
半
世
紀
後
ほ
ぼ
九

五

O
年
頃
の
一
貴
族
の
寡
婦
ウ
イ
ン
フ
レ
ド
当
吋
口
出

mE
の
遺
言
状
に
出
で
来
た
る

内向

FHR
な
る
も
の
と
同
様
の
性
格
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
後
者
に
は
、
其
処
に
次
の
ご
と
き
一
節
が
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

(
日
)

『
市
し
て
、
チ
ナ
グ
(
リ
E
D
g
n
W
3
0
5
0
2
2
・
)
の
所
領
に
関
し
て
は
、
〔
お
そ
ら
く
遺
言
者
が
俗
入
院
長
た
る
〕
シ
ャ
ァ
フ
ツ
ベ
リ

ω宮町円。∞ヴロ吋
M

1

(

り
。
門
田
四
円
)
の
尼
僧
院
の
姉
妹
た
ち
が
彼
女
(
ウ
イ
ン
フ
レ
ド
)
亡
き
あ
と
、
そ
を
所
有
す
。
市
し
て
其
の
際

〔
当
所
領

に
存
す
る
所
の
〕
経
営
資
本
(
家
畜
・
種
子
等
)
並
び
に
人
間
(
奴
隷
)
は
、
彼
女
之
を
所
有
(
|
彼
女
の
子
孫
の
た
め
に
之
を
留
保
)
す
。

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
二
五



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
一
一
六

か
く
し
て
、
彼
女
は
当
尼
僧
院
の
姉
抹
た
ち
に
、

(
世
間
)

ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
占
有
す
る
イ
エ
プ
ウ
ル
ど
も
を
譲
渡
す
る
こ
と
と
な
る
べ
し
。
h

見
ら
る
る
如
く
、
比
の
場
合
の
「
ガ
ヴ
ォ
ル
ラ
ン
ド
を
占
有
す
る
イ
エ
プ
ウ
ル
ど
も
」

(
V
h
q
Q
h
s
ミ
Q

V
白
雲
、
む
き
阿
久
ミ
』
雲
母

同
町
市
内

Q
W
)

が
い
ま
隷
属
的
な
土
地
保
存
者
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
等
が
領
主
に
依
る
所
領
の
遺
贈
と
共
に
土
地
に
結
び
付
け
ら
れ
て

f、¥

ま

さ
に
内
向
司
V
G向

hahqe叫
仇
也
、

ω
n
y
c
-
-
∞口ぬ⑦ヴロロ品。ロゲ冊目門

の
状
態
に
於
て
!
)
譲
渡
さ
る
べ
き
存
在
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
所
よ
、
り
し
て
、

明
白
で
あ
る
。

抑
々
イ
ェ
プ
ウ
ル
鳴
宮
唱
、
は
、
古
代
英
語
で
は
一
般
に
、
住
人
、
農
夫
、
百
蛙
、

(
口
)

田
舎
者
の
意
味
を
有
し
、
夫
れ
が
前
記
チ
ェ
オ
ル
ル

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
然
し
乍
ら
、
斯
か
る
普
通
名
調
の
そ
の
時
々
の
時
代
的
歴
史
的
な
意
味
合
蓄

に
到
っ
て
は
、
是
れ
を
如
何
に
捕
捉
す
る
か
の
点
に
於
て
、
在
来
研
究
者
た
ち
は
屡
々
腫
扶
を
繰
返
し
て
き
て
い
る
、
と
筆
者
に
は
判
断

さ
れ
る
。
即
ち
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
l
ド
フ
は
、
イ
エ
ブ
ウ
ル
が
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
グ
ソ
ン
の
移
住
当
初
よ
り
宛
か
も
隷
局
的
な
農
民
で
あ
っ

〈
叩
岨

)

(

m

v

た
か
の
ご
と
く
日
ぃ
、
ス
テ
ン
タ
ン
も
こ
の
た
び
は
彼
の
師
に
同
調
し
て
い
る
が
、
夫
れ
の
み
か
、
か
の
ヂ
ョ
リ
ブ
!
ー
ー
そ
の
独
自
の
立

場
よ
り
一
般
に
法
の
前
に
於
け
る
血
族
の
連
帯
責
任
な
る
テ
ゥ
タ
ン
民
族
共
通
の
理
念
を
枢
軸
に
初
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
社
会
に

於
け
る
血
縁
的
紐
帯
の
意
義
を
強
調
し
て
、
或
る
意
味
で
前
二
者
以
上
に
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
た
る
ヂ
ョ
リ
フ
す
ら
、
初
期
の
時
代
よ
り
イ
エ

(
剛
山
)

ブ
ウ
ル
の
裡
に
「
土
地
・
経
営
資
本
に
対
す
る
無
所
有
の
謂
負
人
」
の
性
格
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
様
な
見
方
こ
そ
は
、
シ

イ
ボ
ウ
ム
ま
た
彼
以
後
「
始
め
に
領
主
あ
り
き
一
の
立
場
を
固
執
す
る
最
大
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
る
チ
ャ
ド
ゥ
ウ
ィ
ク
の
イ
エ
ブ
ウ
ル
観
と

(
幻
)

正
に
撲
を
一
に
し
て
お
り
、
泊
に
以
て
奇
妙
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

-
i
l
筆
者
は
、
後
述
す
る
如
く
、
初
期
の
イ
エ
ブ
ウ
ル
に

限
っ
て
言
え
ば
、
彼
等
は
元
来
小
土
地
所
有
の
自
由
農
民
で
あ
っ
た
と
考
え
る
者
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
右
の
『
ア
ル
フ
レ
ド
と
グ
ズ
ル

ム
と
の
平
和
』
や
ウ
イ
ン
フ
レ
ド
の
遺
言
状
の
出
現
し
た
第
九
、
第
十
世
紀
と
い
っ
た
後
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
段
階
に
於



(

泣

)

て
は
、
隷
属
的
な
土
地
保
有
農
民
も
其
処
に
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る
の
に
明
か
も
客
か
で
は
な
い
者
で
あ
る
。

以
上
、
チ
ェ
オ
ル
ル
が
土
地
保
有
者
で
あ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
少
し
く
実
証
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
、
チ
ェ
オ
ル
ル
は

つ
ね
に
土
地
保
有
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
亦
佳
か
で
あ
る
。
彼
は
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
場
合
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
い
ま
、
彼
の
ガ
ヴ
ォ
ル
が
彼
が
領
主
に
対
し
て
給
付
す
る
所
の
私
的
な
地
代
で
は
な
く
王
に
対
し
て
納
め
る
所
の
公
共

的
な
貢
租
で
あ
る
場
合
の
存
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
瞭
ら
か
な
ら
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
世
紀
末
の
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
国
の
社
会
状
態
を
一
定
の
条
件
の
下
に
多
か
れ
少
な
か
れ
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
前
記
イ
ネ
王

法
典
に
は
、
明
示
的
に
チ
ェ
オ
ル
ル
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
規
定
は
、
す
べ
て
八
章
あ
り
(
第
十
八
章
、
第
三
十
章
、
第
三
十
四
章
第
-

条
、
第
三
十
七
章
、
第
四
十
章
、
第
四
十
二
章
、
第
五
十
二
阜
、
第
六
十
章
)
、

そ
の
ほ
か
「
誰
か
が
:
;
」
と
い
う
形
で
事
実
上
チ
ェ

の
意
味
で
の
チ
ェ
オ
ル
ル
に
関
す
る
規
定
と
考
え

ら
れ
る
も
の
(
第
三
十
八
章
、
第
五
十
七
章
)
等
が
存
す
る
が
、
此
の
イ
ネ
王
法
典
を
そ
の
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
前
記

オ
ル
ル
に
就
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
(
第
五
十
章
〉
、

又
「
夫
」

ア
ル
フ
レ
ド
王
法
典
に
は
、
そ
の
第
三
十
九
章
に
次
の
ご
と
き
規
定
が
見
出
さ
れ
る
。

『
若
し
誰
か
が
チ
ェ
オ
ル
ル
身
分
の
者
の
家
に
て
争
闘
し
た
る
と
き
は
、
〔
彼
は
〕

(
お
)

し。』

六
銀
士
山
を
以
て
当
該
チ
ェ
オ
ル
ル
を
補
償
す
べ

右
の
規
定
は
、
い
ま
、
ィ
、
不
王
法
典
第
六
章
第
三
一
条
の
次
の
ご
と
き
規
定
、

『
更
に
、
若
し
〔
誰
か
が
〕
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
の
家
に
て
、
或
ひ
は
イ
エ
ブ
ウ
ル
の
〔
家
〕
に
て
争
闘
し
た
る
と
き
は
、
〔
彼
は
〕
百
弐

(

泌

)

拾
銀
志
を
科
料
と
し
て
〔
王
に
〕
支
払
ふ
べ
く
、
市
し
て
当
該
イ
エ
プ
ウ
ル
に
六
銀
志
〔
の
補
償
金
を
支
払
ふ
べ
し
〕
。
』

と
云
う
規
定
と
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
関
連
の
存
す
る
こ
と
は
一
見
何
人
の
眼
に
も
瞭
ら
か
な
る
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
此
の
イ
ネ
王

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

ニニ七



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
二
八

法
典
に
於
て
イ
エ
ブ
ウ
ル
と
並
記
さ
れ
て
い
る
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ

h
ミ
ミ
唱
に
Q

の
内
向
ミ
Q

は
、
オ
ウ
ル
ド
i

イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
動
詞

ぽ
と
を
弐
(
「
支
払
う
」
・
「
納
め
る
」
・
「
差
出
す
」
の
意
)
よ
り
出
で
、
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
は
字
義
通
り
に
は
ガ
ヴ
ォ
ル
を
支
払
う
人
の
謂

で
あ
る
が
、
夫
れ
が
果
し
て
ベ

gヶ
宮
百
円
、
な
り
や
、
将
又

J
R
H
)
ミ
叩
円
、
な
り
や
を
繰
っ
て
実
は
今
日
に
至
る
ま
で
諸
説
紛
々
た
る

(

お

)

(

叩

叫

)

(

釘

)

(

m

a

〉

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
シ
イ
ボ
ウ
ム
を
始
め
チ
ャ
ド
ゥ
ウ
ィ
ク
・
ロ
イ
ン
・
フ
ィ
ン
バ
ァ
グ
ら
の
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
は
、

(

m

m

)

(

町
山
〉

こ
れ
を
民
自
己
冨

V-2-
と
解
し
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
1
ド
フ
を
始
め
ア
テ
ン
バ
ラ
ら
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
は
、
こ
れ
を

J
自
宮
古
円
、
と
解

(む
)

(

M

M

〉

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
奇
妙
な
こ
と
に
は
デ
ョ
リ
フ
・
ス
テ
ン
タ
ン
の
ご
と
き
元
来
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
立
場
を
堅
持
す
る
者
迄
が
ロ

マ
ニ
ス
テ
ン
の
シ
イ
ボ
ウ
ム
・
チ
ャ
ド
ゥ
ウ
ィ
ク
に
同
調
し
て
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
を
以
て

円。ロ寸同)山
U
1
0

円

な
り
と
主
張
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
筆
者
は
、
此
の
場
合
の
バ
ミ
ロ
で
は
い
ま
飽
く
ま
で

RBDべ
で
は
な
く

J

田
村
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
な
る
名
辞
は
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
ク
ソ
ン
の
代
々
の
王
の
法
典
中
に
於
て
此
の
イ
ネ
王
法
典
以
外

に
は
全
く
之
を
見
出
す
こ
と
を
得
ず
、
恐
ら
く
イ
ネ
王
時
代
以
後
公
的
な
記
録
に
於
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
ィ
ネ
王
法
典
で
は
、
右
の
第
六
章
第
三
条
の
ほ
か
、
い
ま
一
度
、
第
二
十
三
章
第
三
条
に
、

『
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
は
百
弐
拾
銀
士
山
〔
の
人
命
金
に
依
る
生
命
の
保
障
を
有
し
〕
、
彼
の
息
子
〔
は
〕
、
・
百
〔
銀
志
の

人
命
金
を
有
す
〕
。
』

と
し
て
、
本
来
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
I

サ
ク
ソ
ン
の
夫
れ
な
ら
ざ
る
、
も
と
ケ
ル
ト
系
ブ
リ
ト
ン
人

同町

-gg
た
る
被
征
服
民
の
夫
れ
の
形

で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
斯
か
る
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
当
巳
印
『
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
が
一
般
の
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
と
は
異
な
り
ア

ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
の
征
服
に
依
っ
て
も
奴
隷
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
本
来
の
自
由
民
の
状
態
の
偉
で
い
ま
ウ
ェ
シ
グ
ス
王
に
遇



せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
等
が
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
の
自
由
民
同
様
、
人
命
金
(
。
同
ミ
ミ
w
N
2
1
・h
・
九
百
九
)
取
得
の
権
利
を
認
め

(
川
崎
)

ら
れ
て
い
る
所
か
ら
一
点
の
疑
義
も
存
し
な
い
が
、
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
の
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
じ
イ
ネ
王
法
典
第
一
一
一
十
二
章
に
別
に

次
の
如
き
規
定
の
存
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

『
い
ま
若
し
或
る
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
に
し
て
〔
一
〕

ハ
イ
ド
の
土
地
を
占
有
す
る
と
き
は
、
彼
の
人
命
金
は
百
弐
拾
銀
志
。
さ
れ
ど
、
若

し
彼
に
し
て
半
〔
ハ
イ
ド
の
土
地
〕
を
占
有
す
る
と
き
は
、
〔
彼
の
人
命
金
は
〕
入
拾
銀
志
。
又
若
し
彼
に
し
て
如
何
な
る
〔
土
地
〕
を
も
占

有
せ
ざ
る
と
き
は
、
〔
彼
の
人
命
金
は
〕
六
拾
銀
志
o
b

由
是
観
之
、
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
の
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
た
ち
ま
た
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
の
自
由
民
の
典
望
的
且
つ
通
例
的
な
占
有
地

(

お

〉

と
し
て
の
か
の
ハ
イ
ド

F
E叩
(
。
同
ミ
ト
尽
き
句
、

~
V
N

同
町
柏
、
同
)
の
占
有
者
で
あ
ワ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
今
わ
れ
わ
れ
の
当
面
対
象
と
し
て
い
る
第
七
世
紀
と
い
っ
た
初
期
の
時
代
よ
り
透
か
後
世
の
法
的
陳
述
史
料
に
属
す
る
も
の
で

今
日
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
法
的
身
分
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
そ
の
も
の
に
負
う
所
真
に
多
大
な

る
、
第
十
一
世
紀
初
葉
恐
ら
く
も
と
一

0
0
二
二
三
一
年
の
間
ヨ
!
ク
ペ
。
停
の
大
司
教
た
り
し
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
ヨ
己
な
窓
口
に
依
っ
て

編
纂
せ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
私
的
編
纂
斡
に
見
出
さ
れ
る
所
の
、
五
つ
の
テ
グ
ス
ト
の
中
の
三
立
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
法
』

あ
る
と
は
い
え
、

亡く己司、、な己
E
h
n
H
h
h
H
)

に
、
次
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
又
以
て
上
来
の
わ
れ
わ
れ
の
推
理
を
宮
丘
町
守
す
る
も
の
と
-z

こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
『
而
し
て
若
し
戎
る
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
に
し
て
、
門
一
叫
ハ
イ
ド
の
土
地
を
占
有
し
、
キ
ュ
ニ
ン
ゲ
ス
l

ガ
ヴ
ォ
ル
を
供
出
し
得
る

ほ
ど
爾
く
〔
富
み
〕
栄
え
ん
か
、
そ
の
と
き
彼
の
人
命
金
は
吉
弐
拾
銀
士
山
た
る
べ
し
。
』

第
七
章
第
一
条
『
市
し
て
、
若
し
彼
(
戎
る
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
)
に
し
て
〔
そ
の
致
宮
H

繁
栄
〕
半
ハ
イ
ド
に
及
ぶ
に
止
ま
ら
ん
か
、
そ

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
二
九



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

。

の
と
き
、
彼
の
人
命
金
は
八
拾
銀
志
〔
と
せ
ら
る
べ
き
な
り
U

。』

第
八
章
『
市
し
て
若
し
彼
に
し
て
如
何
な
る
土
地
を
も
占
有
せ
ず
、
而
も
〔
身
分
上
〕
自
由
な
り
と
せ
ん
か
、
ひ
と
(
殺
人
者
)
は
彼

(

お

〉

の
〔
生
命
の
〕
た
め
に
七
拾
銀
志
を
以
て
補
償
す
る
所
あ
る
べ
し
。
』

右
の
諸
規
定
は
、
本
来
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
に
就
い
て
そ
の
い
わ
ゆ
る

J
V
ユ
三
口
問
、
(
身
分
的
上
昇
u
転
化
)
に
関
し
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
土
地
な
き

U
D
a
-
o
g
自
由
民
の
人
命
金
の
額
に
於
て
些
少
の
組
障
が
認
め
ら
れ
る
以
外
に
は
、

見
ら
る
る
通
り
ィ
、
不
王
法
典
第

三
十
二
章
の
規
定
と
そ
の
実
質
的
内
容
に
於
て
殆
ど
相
異
す
る
所
が
な
い
。
そ
の
場
合
、

一
ハ
イ
ド
の
土
地
の
占
有
者
で
あ
る
ウ
ェ
イ
ル

味
「
王
の
ガ
ヴ
ォ
ル
」
す
な
わ
ち

(鈎
V

に
、
必
ず
し
も
即
自
的
に
、
そ
の
も
の
が
公
共
的
な
貢
租
色
町
内
丘
町
見
守
、
む
さ
言
、
日
)
口
百
円
口
門
門
戸

EHOW

ズ
人
の
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
の
供
出
す
る
所
の
も
の
と
さ
れ
る
キ
ュ
ニ
ン
ゲ
ス
I

ガ
ヴ
ォ
ル
ミ
三
a
h
g
hミ
と
と
い
う
の
は
、
本
来
そ
の
意

斯
か
る
表
現
は
、
既
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

「
王
へ
の
ガ
ヴ
ォ
ル
」

で
あ
る
が
、

白
色
目
。
口
氏
。
〉
ぴ
ぬ
mw
ず
O

で
あ
る
こ

と
、
い
ま
の

E
E
E日
と
し
て
の
王
に
給
付
せ
ら
る
る
地
代
に
非
ざ
る
こ
と
、
を
示
し
て
は
い
な
い
。
市
も
、
筆
者
に
は
、
此
の
場
合

の
王
は
飽
く
ま
で
「
領
主
と
し
て
の
王
」
で
は
な
く
「
王
と
し
て
の
王
」

l
i
l
ω
g主的
O
Z吾
E
3
と
し
て
の
王
ー
ー
ー
に
外
な
ら
ず
、

此

の
場
合
の
ガ
ヴ
ォ
ル
は

2
E
で
は
な
く
し
て
正
し
く

S
凶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、

斯
か
る
「
王
へ
の
貢

租
」
を
供
出
す
る
所
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
の
占
有
す
る
一
ハ
イ
ド
の
土
地
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
れ
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
の
所
有
に
係
わ

る
も
の
で
あ
り
、
彼
が
、

一
ハ
イ
ド
の
土
地
の
単
な
る
占
有
者
(
保
有
者
)
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
小
な
り
と
は
言
え
、
ま
さ
し
く
斯
か

る
土
地
の
自
由
な
る
所
有
者
ー
ー
ー
彼
自
身
の
所
有
権
に
於
て
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
占
有
す
る
と
こ
ろ
の
ー
ー
ー
で
あ
る
こ
と
が
、
ひ
と
た
び

実
証
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
之
を
最
早
疑
い
得
ぬ
事
実
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

却
説
、

前
述
の
如
く
、

わ
れ
わ
，
れ
は
、

イ
ネ
王
法
典
第
二
十
三
章
第
三
条
と
同
法
典
第
三
十
二
章
ま
た
『
北
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民



法
』
第
七
|
入
章
と
を
比
較
・
勘
考
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
の
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
が
一
ハ
イ
ド
の
土
地
の
占
有
者
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
論
し
た
次
第
で
あ
る
が
、
右
の
ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
の
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
た
分
析
か
ら
、

イ
ネ
王
法
典
第
六
章
第
三
条
に
言
、
っ
と
こ
ろ
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
亦
、
少
く
と
も
一
ハ
イ
ド
の
土
地
の
占
有

者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
論
す
る
こ
と
は
、
蓋
し
許
き
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ち
ぅ
。
こ
の
こ
と
は
、
又
、
当
代
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
グ

ソ
ン
関
係
の
土
地
権
利
文
書
(
口
町
民
S
C
に
於
て
ハ
イ
ド
の
最
も
普
通
な
る
羅
旬
的
表
現
の
一
つ
が
》
Hミ
E

E
ミ
ま

(
1
・
マ
札
E
E
忌
)
《

で
あ
り
、
夫
れ
が
厳
密
に
は
元
来
ほ
か
な
ら
ぬ
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
の
訳
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
か
ら
も
、
決
し
て
不
条
理
な
ら
ざ
る

推
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
斯
か
る
推
論
こ
そ
は
、
そ
の
場
合
の
一
ハ
イ
ド
の
土
地
が
、

か
の
公
共
的
責
租
負
担
の
義
務
に
服
せ
る
所
の
土
地
と
し
て
の
フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
皆
目
釘
ロ
仏
(
。
切
る
E
S
δ

い
ま
当
代
の
土
地
占
有
形

態
と
し
て
は
一
般
的
に
、

に
外
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
想
到
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
が
抑
々
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
1

サ
ク
ソ
ン
の
移
住
以
来
彼
等
の
一
般
自
由
民
チ
ェ
オ
ル
ル
の
典
型
的
旦

つ
通
例
的
な
占
有
地
と
し
て
の
ハ
イ
ド
の
集
合
名
詞
を
表
わ
せ
る
こ
と
、
市
し
て
斯
か
る
ハ
イ
ド
を
占
有
す
る
所
の
チ
ェ
オ
ル
ル
は
、
自

由
な
る
小
土
地
所
有
門
凶
器
E
o
-
5
可
O
H
O
C
E
E
a
問
。
ロ
門
戸

B
1
l生
産
者
自
身
の
労
働
a
F
O
包
官
。
〉
号
喜

に
立
脚
せ
る
と
こ
ろ
の

ー

i
の
主
体
た
る
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
而
も
決
し
て
一
一
回
当
時
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
I

サ
グ
ソ
ン
の
王
が
多
数
の
一
般
自
由
農

民
の
個
別
所
有
ω
o
E
叩
2
-
m
g
Z
B
に
係
わ
る
フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
l
ハ
イ
ド
を
全
体
と
し
て

ハ
但
)

・
、
.
巴
E
S
丸
)
と
し
て
捕
捉
し
て
い
た
事
実
と
い
さ
さ
か
も
矛
盾
・
撞
着
せ

e

さ
る
こ
と
、

「
王
の
フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
」
(
ミ
ミ
志
向
ご

初
期
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
グ
ソ
ン
国
家
に

於
け
る
王
領
令
。
苫
-
骨
5
2ロ
叩
)
と
は
、
凡
そ
国
主
と
し
て
の
当
該
国
王
に
属
す
る
土
地
で
あ
る
と
同
時
に
彼
に
彼
の
個
人
的
能
力
に

於
て
属
す
る
所
の
土
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
当
時
に
あ
っ
て
は
=
問
。
巳
岡
田
開
巳
汁
=
が
そ
の
ま
ま
=
ω
g
m
g
z
E一
O
H
o
-
?
を
表
わ

即
ち
、

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

一一
一
一
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(
刊
拍
〉

せ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
就
い
て
、
筆
者
は
嚢
に
本
誌
上
に
於
て
具
さ
に
之
を
解
明
す
る
所
が
あ
っ
た
。

い
ま
、
当
面
対
象
と
す
る
イ
ネ
王
法
典
第
六
一
一
一
日
中
第
三
条
の
解
釈
に
関
連
す
る
限
り
で
言
え
ば
、
此
の
場
合
の
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
が
、
ま

さ
し
く
上
述
の
意
味
に
於
け
る
、

自
由
な
る
小
土
地
所
有
の
主
体
た
る
農
民
1
l
B
労
働
す
る
土
地
所
有
者
仏

2
2
σ
島

g骨

P
E
a
l

丘四

O
D
5
5
2
で
あ
ヮ
た
こ
と
は
、
本
条
文
全
体
を
更
め
て
以
下
の
如
く
把
え
直
し
て
み
る
こ
と
に
依
っ
て
納
得
せ
ら
れ
得
ょ
う
。

ウ
ェ
イ
ル
ズ
人
の
夫
れ
な
ら
ざ
る
一
般
に
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
の
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
に
関
説
し
て
い
る
本
条
は
、
そ
の
前
半
「
〔
誰

か
が
〕
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
の
家
に
て
、
或
ひ
は
イ
ェ
ブ
ウ
ル
の
〔
家
〕
に
て
」
の
形
で
始
ま
り
、
後
半
独
り
イ
ェ
ブ
ウ
ル
に
就
い
て
の
み

云
々
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
文
章
表
現
上
統
一
性
が
欠
如
し
て
い
る
。
従
来
、
此
の
条
文
か
ら
、
諸
家
は
、
独
立
的
か
従
属
的

(
川
崎

)

(

H

H

)

(

必
)

(

M

咽
〉

か
の
夫
々
の
性
格
づ
け
を
は
な
れ
て
言
え
ば
、
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

i
ド
フ
・
チ
ャ
ド
ゥ
ウ
ィ
ク
・
ア
テ
ン
パ
ラ
・
デ
ョ
リ
フ
は
、
ガ

〈
幻
)

ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
と
イ
ェ
プ
ウ
ル
と
の
両
者
で
全
農
民
層
或
い
は
チ
ェ
オ
ル
ル
層
が
成
立
つ
と
考
え
、
之
に
対
し
て
ス
テ
ン
タ
ン
・
ホ
ワ
イ

(

必

)

ト
ロ
グ
は
、
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
・
イ
エ
ブ
ウ
ル
以
外
に
チ
ェ
オ
ル
ル
若
し
く
は
一
部
の
チ
ェ
オ
ル
ル
の
存
在
を
想
定
す
る
な
ど
、
各
人
各

様
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
て
い
る

Q

然
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
押
々
当
時
王
の
重
大
関
心
事
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
有
、
り
ゆ
る
場
所
に
於

け
る
「
平
和
の
侵
害
」

(
S
S九
守
、
国
)
に
対
す
る
罰
金
(
さ
を
)
な
ら
び
に
後
述
す
ろ
各
人
の
「
家
の
平
和
」
の
侵
害
に
対
す
る
補
償
金

ル
と
は
、

(
宗
門
)
の
支
払
い
に
就
い
て
の
規
定
た
る
本
第
六
章
全
体
の
一
環
と
し
て
の
本
条
に
於
て
、
も
と
も
と
、
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
と
イ
ェ
ブ
ウ

シ
イ
ボ
ウ
ム
の
い
わ
ゆ
る
、

2
巳
4
m
Zロ
ペ
の
関
係
に
立
つ
と
考
え
る
。
即
ち
、
元
来
農
民
一
般
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
イ
エ

ブ
ウ
ル
と
い
う
普
通
名
詞
は
、
此
処
で
は
、
歴
史
n
具
体
的
に
、
当
時
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
I

サ
ク
ソ
ン
の
、

一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
占
有
す
る

所
の
、
典
型
的
な
小
土
地
所
有
の
自
由
農
民

p
d
o
ち

g自
己
官
。
℃
ユ

2
2
を
表
わ
し
て
お
り
、
未
だ
か
の
第
十
一
世
紀
の
》
泊
四
円
三
宮
九
九
l

(
m
u
 

ss~訳
語
・
刊
に
ぬ
さ
さ
吋
旬
、
包
言
さ
さ
A
h

に
現
わ
れ
る
夫
れ
の
如
き
、
中
世
農
奴
的
性
格
を
帯
び
る
迄
に
到
っ
て
い
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ



る
(
|
|
シ
イ
ボ
ウ
ム
は
、
筆
者
と
は
異
な
り
、
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
・
イ
ェ
ブ
ウ
ル
共
に
、
他
人
す
な
わ
ち
-
自
己

o
E
の
土
地
に
住
む

ヤ
ァ
ド
ラ
ン
ド
ヨ
ー

E
E口
。
す
な
わ
ち
グ
ァ
ギ
ト
己
門
m
m
%
。
を
そ
の
典
型
的
な
保
有
地
と
す
る
、
土
地
保
有
者

gpω
己
た
る
農
民
で
あ

(日
υ

る
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
)
。
要
之
、
第
七
世
紀
末
と
い
っ
た
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
時
代
の
初
期
に
於
て
は
、
ガ
ヴ
オ
ル
ゲ
ル
ダ
と
云

い
イ
ェ
プ
ウ
ル
と
云
う
も
畢
克
チ
ェ
オ
ル
ル
の
別
称
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
夫
れ
自
体
は
必
ず
し
も
初
期

に
属
す
る
と
は
言
い
難
い
に
せ
よ
、
も
と
も
と
斯
か
る
初
期
の
時
代
の
イ
ネ
王
法
典
を
そ
の
基
礎
と
し
て
成
立
っ
て
い
る
か
の
ア
ル
ヌ
レ

ド
大
王
の
法
典
が
、

は
〕
六
銀
志
を
以
て
当
該
チ
ェ
オ
ル
ル
を
補
償
す
べ
し
」
と
、
ガ
ヴ
ォ
ル
ゲ
ル
ダ
・
イ
ェ
ブ
ウ
ル
両
者
を
こ
の
た
び
は
単
に
チ
ェ
オ
ル
ル

一
つ
を
以
て
代
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
疑
問
の
余
地
な
く
首
肯
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

既
述
の
如
く
そ
の
第
三
十
九
寧
に
於
て
、

「
若
し
誰
か
が
チ
ェ
オ
ル
ル
身
分
の
家
に
て
争
闘
し
た
る
と
き
は
、

彼

而
し
て
、
ィ
ネ
王
法
典
第
六
章
第
三
条
、
ア
ル
フ
レ
ド
王
法
典
第
三
十
九
辛
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
、
チ
ェ
オ
ル
ル
に
関
し
、

ポ

ー

ト

そ
の
家
に
於
け
る
闘
争
者
に
対
し
て
、
そ
の
家
長
へ
の
六
銀
シ
リ
ン
グ
の
補
償
金
の
支
払
い
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
や
彼
等

の
非
従
属
n

独
立
的
性
格
に
関
連
し
て
真
に
註
目
に
値
い
す
る
。
即
ち
、
当
時
ア
ン
グ
ロ
ウ
!
サ
ク
ソ
ン
の
社
会
の
基
礎
を
構
成
せ
る
一

般
自
由
民
は
、
王
が
「
王
の
平
和
」
を
主
張
す
る
と
同
様
に
、

そ
れ
ぞ
れ
ま
た
彼
等
の
「
城
」
と
し
て
の
「
家
」

(hS
の
「
平
和
」

(ミミ
H

札
)
を
主
張
し
、
之
が
侵
害
に
対
し
て
は
補
償
金
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
た
の
で
あ
っ
て
、
上
記
の
六
銀
シ
リ
ン
グ
と
云
う
の

は
、
ま
さ
し
く
、
斯
か
る
自
立
的
主
体
と
し
て
の
自
由
民
家
族
の
家
長
の
保
護
権
守

2
5
a
g
p
ω
円

F
E
N
H
2伊
丹
)
の
侵
害
i
i
tそ
の
保

護
下
に
在
る
場
所
に
於
て
、

あ
る
い
は
そ
の
保
護
下
に
在
る
人
聞
に
対
し
て
、

為
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
不
法
侵
入
・
流
血
・
殺
害
そ
の
他

ー
ー
に
対
す
る
補
償
金
|
保
護
権
侵
害
補
償
金
(
さ
も
こ
δ
を
表
わ
す
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

ー一一一一一一一
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節
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F
H
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R
・-目
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ω
∞ω
・

、

『
白
由
』
よ
り
『
隷
属
』
f、、

以
上
前
節
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
時
代
、
そ
こ
に
土
地
保
有
者
と
し
て
の
農
民
、
土
地
所
有
者
と
し
て
の

農
民
の
執
れ
も
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
の
場
合
、
概
し
て
、
前
者
は
此
の
時
代
の
後
期
に
、
後
者
は
此
の
時
代
の
初
期
に
認
め
ら
れ
る
こ

と
、
を
あ
ら
ま
し
見
た
の
で
あ
る
が
、
本
節
に
於
て
は
、
抑
々
前
者
は
後
者
の
没
落
の
結
果
と
し
て
そ
こ
に
発
生
を
見
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
可
及
的
に
実
証
し
て
、
此
の
小
稿
を
結
び
た
い
。
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ン
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ソ
ン
時
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の
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お
い
て
夙
に
そ
の
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源
的
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「
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ン
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与
え
る
者
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合
意
味
す
ろ
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ラ
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ヴ
ォ
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ド
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hヘ
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主
す
な
わ
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今
日
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所
の

Z
丘
の
存
し
た
こ
と
は
、

か
の
イ
、
不
王
法
典
に
此
・
の
者
に
関
説
す
る
規
定
が
砂
か
ら
ず
散
見
さ
れ

る
こ
と
に
徴
し
て
紛
れ
も
な
い
所
で
あ
る
が
(
第
三
章
第
二
条
、
第
二
十
一
章
、
第
二
十
七
章
、
第
三
十
九
章
、
第
六
十
七
章
、
第
七
十

章
、
第
七
十
四
章
、
第
七
十
六
章
、
同
第
二
条
)
、
そ
の
場
合
、

喰
う
者
」
を
意
味
す
る
所
の
フ
ラ
l
ヴ
ェ
ア
タ
守
宅

R
Q
1
1
P
3
E由
巳
が
も
と
も
と
「
自
由
民
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
、
わ
れ

か
か
る
領
主
的
存
在
の
対
極
を
表
わ
す
、
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来
「
パ
ン
を
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り
〕
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わ
れ
に
依
っ
て
注
届
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
法
典
の
第
一
ニ
章
第
二
条
に
は
、
次
の
ご
と
く
あ
る
。

『
更
に
又
若
し
自
由
民
・
守
合
同
む
に
し
て
そ
の
日
(
日
曜
日
)
に
彼
の
主
人
の
命
な
く
し
て
働
き
た
る
と
き
は
、
彼
は
、
彼
の
自
由
を

(
臼
〉

喪
失
(
!
奴
隷
の
境
涯
に
顛
落
)
す
べ
き
な
り
。
』

是
れ
ほ
、
抑
々

g
曜
日

め
さ
刊
誌
主
m
4
1
1
l安
息
日
に
、
そ
の
奴
隷
に
命
じ
て
彼
を
働
か
し
め
た
る
場
合
、
そ
の
主
人
は
当
該
奴
隷
を

解
放
し
、
且
つ
三

O
銀
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
を
王
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
、
第
一
二
章
の
規
定
、
そ
の
場
合
、
当
該
奴
隷
が
彼
の
主

人
に
無
断
で
(
自
ら
の
意
志
で
)
働
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
筈
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
云
う
、
同
第
一
条
の
規
定
の
あ
と

を
承
け
た
も
の
で
、
本
条
は
、
当
時
フ
ラ
l
ヴ
ォ
ル
ド
の
支
配
に
服
し
て
労
働
を
強
制
さ
れ
て
い
た
自
由
民
が
現
に
存
在
し
て
い
た
事
実

を
、
瞭
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

斯
く
の
ご
と
く
彼
等
と
王
と
の
聞
に
ま
さ
し
く
領
主
を
介
在
せ
し
め
て
い
る
、
直
接
的
生
産
者
た
る
と
こ
ろ
の
自
由
民
1
i
f
自
由
農
民

は
、
ア
ル
フ
レ
ド
大
王
以
後
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
シ
時
代
の
後
期
に
到
っ
て
愈
々
そ
の
数
を
増
大
せ
し
め
て
い
っ
た
。
そ
の
委
細
を

〈
臼
〉

説
く
こ
と
は
い
ま
そ
の
所
で
は
な
い
が
、

か
の
フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
の
〉
ロ
ロ
F
2
0
と
し
て
の
ブ
グ
ラ
ン
ド

σ。
。
巴
回
出
向

(
O開

〈
問
ω
)

宮内

N
S
3
1
8
1夫
れ
が
更
に
否
定
せ
ら
れ
て
¥
同
足
む
さ
と
な
る
と
こ
ろ
の
l
l
i
の
出
現
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
に
、

在
来
の
「
主
へ
の
貢
租
」
は
、
去
に
「
主
の
フ
寸
ウ
グ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
の
王
領
の
、
王
に
依
る
当
初
は
教
会
・
修
道
院
に
対
す
る
、
次

い
で
第
八
世
紀
中
葉
以
降
は
一
般
俗
人
に
対
す
る
寄
進
・
贈
与
!
i
プ
グ
ラ
ン
ド
へ
の
転
化
と
と
も
に
、
今
や
聖
俗
の
受
贈
者
の
掌
中
に

入
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
第
八
世
紀
の
中
葉
、
ケ
ン
ト
王
同
の
一
半
に
王
た
り
し
シ
イ
ェ
レ
ド
盟
関
巾
活
仏
の
ロ
チ
ス
夕
日
出
o
n
v
g丹
市
門

司
教
エ
ァ
ル
ド
ウ
ル
フ
何
回
H
A
J
E
ロ
宛
の
・
土
地
譲
渡
に
濁
す
る
チ
ャ
ア
タ
(
七
六
一
|
七
六
四
)
に
、
シ
イ
エ
レ
ド
が
、

「
イ
ス
リ
ン



同

3
3
と
呼
ば
れ
る
二

O
ハ
イ
ド
の
土
地
を
」

Q
2
2包
ミ
呉
円
。
叶
戸
日
・

MM内・
A
Z
8
8旬
。
戸
山
吉
円

入
向
田
口
諸
島
田
B
)、
「
一
般
に
夫
れ
に
属
す
る
耕
地
、
森
林
、
牧
草
地
、
放
牧
場
、
沼
地
並
び
に
流
水
と
共
に
、
又
其
処
よ
り
王
に
給
付
せ

ら
れ
し
一
切
の
貢
租
と
共
に
L

守口

g
c
E
2円
回
目
印
邑
由
。
旬
。
ユ
吉
巾
ロ
H
5
5
8
B
}
U
U
W
曲目】
4
2・
胃
"
に
♂

]
U
2
2
F
日出
E
β
F
5
2

(
目
出
)

m
A
己的・

2
2
5
0
3
E
E
E
H
O
門
戸
口
邑
宮
岡
山
百
白
日

E
o
r
g
E也
、
譲
渡
す
る
と
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
更
に
同
世
紀
の
末
葉
、
マ
ア

ガ
ム
同
田
口
口
問
}
戸
川
口
出
(
司
ユ
出
向
田
σロ吋
mw

シ
ア
冨
0
2
U
王
オ
フ
ァ
。
民
間
〈
吋
・
ヨ
吋

i
苫
白
)
の
そ
の
従
士
オ
ス
ペ
ル
ァ
ト

O
凹

σ2FH
宛
の
・
土
地
譲
渡
に
関
す
る
チ
ャ
ア
タ
(
七

八
八
)
に
、
オ
フ
ァ
が
、
「
ド
ゥ
ニ
ン
グ
グ
ラ
ン
ド
り
ど
3

3
町内
N
Q
3
ぬ
と
仔
ば
れ
る
、
ケ
ン
ト
地
方
の
イ
イ
ス
ト
ゥ
リ
同
普
門
門
司
地
区
に
於

け
る
、
朕
の
円
正
当
な
る
占
有
〕
権
の
存
す
る
一
ハ
イ
ド
の
土
地
を
」

Q
R
E
S
Y三
回
虫
色
ロ
昆
5

2
包
ユ

Z
H
U
2
4
E
nむ
の
S
江田叩

山口円。

mZ80
問
自
可
問
。
口
問
ロ
E
S
E
E
M凶
苫
円
ロ
ロ
ロ
古
聞
の
窓
口
弘
)
、
「
ま
さ
し
く
其
処
に
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
共
に
」

(
2
B
O
B
E吉
田

包

3
5
ユ
芯
宮

E
P
g
t吉
田
)
、
「
耕
地
、
放
牧
場
、
牧
草
地
と
共
に
、
而
し
て
又
〔
代
々
の
〕
諸
王
に
以
前
に
負
ひ
し
す
べ
て
の
貢
租

と
共
に
」

(
2
5
3
5切
山
田
市
詰

2
2
胃
注
目
的

2
2
5
0
S
E
弓
5
5
0
D
g包
括
関
与
口
白
山
口
芯
白
骨
Z
E
6、
譲
渡
す
る
と
あ
る
こ
と

〈

釘

〉

に
依
っ
て
、
明
証
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
ハ
以
上
、
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
)
。
す
な
わ
ち
一
般
に
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
グ
ソ
ン
の
王
の

「正

当
な
る
占
有
権
の
存
す
る
土
地
」
と
し
て
の

l
l
「
王
の
ブ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
の
玉
領
が
聖
俗
の
個
人
に
譲
渡
せ
ら
れ
、
彼
等
の

プ
グ
ラ
ン
ド
に
転
化
せ
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
土
地
は
も
と
も
と
丘
ロ
含
器
開
。
宮
叫
口
O
D
門
司
号
、
と
し
て
、
其
処
に
既
に
耕
地
そ
の

他
が
厳
存
し
、
こ
れ
ら
を
働
か
せ
て
農
耕
u
牧
畜
の
生
産
に
直
接
従
事
せ
る
所
の
人
聞
が
存
在
し
て
い
て
、
当
該
王
領
の
聖
俗
の
個
人
へ

〈
四
四
)

の
譲
渡
以
前
、
彼
等
は
、
そ
の
生
産
物
の
一
部
の
貫
納
と
し
て
の
給
付
義
務
を
、
曽
て
か
の
チ
ャ
ド
ゥ
ウ
ィ
ク
が
考
え
た
よ
う
に
、
ま
ず

以
て
な
ん
ら
か
の
第
三
者
1

彼
等
の

Z
E
た
る
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、

ま
さ
に
直
接
に
王
に
対
し
て
負
っ
て

い
た
こ
と
を
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
に
認
識
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
三
九



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
回
。

却
説
、
今
や
玉
と
波
等
と
の
聞
の
中
間
層
|
聖
俗
領
主
の
従
属
民
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
「
自
由
農
民
」
は
、
単
に
生
産
物
地
代
と
し
て

の
ガ
ヴ
ォ
ル
を
負
担
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
領
主
の
た
め
に
お
な
じ
〈
現
物
形
態
で
は
あ
る
が
夫
れ
自
体
直
ち
に
剰
余
労
働
を
表
わ
す
と
こ

ろ
の
賦
役

(
O開
ミ

S
2
)
を
も
荷
担
す
る
に
い
た
る
。
斯
か
る
生
産
物
地
代
と
労
働
地
代
と
の
二
重
負
担
は
、

(
m山
)

第
六
十
七
章
に
も
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
た
が
、
今
や
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
後
期
に
入
っ
て
、
ア
ル
フ
レ
ド
大
王
の
長
子
エ
ァ

既
に
早
く
イ
ネ
王
法
典

ド
ウ
ェ
ア
ル
ド

開
問
凶
己
認
。
釦
門
(
同

(
]
凶
門

HJ4田
HAHHHMO
同
日
仏
⑦
門
)

r、、
円

由

cotse
が
ハ
メ
王
の
死
後
そ
の
遺
志
に
基
づ
き
、

ウ
イ
ン
チ
ス
タ

巧
宮
内

v
g
g吋
の
大
聖
堂
教
会
に
、
今
日
の
ハ
ァ
ス
ト
ボ
ン
l

プ
ラ
イ
ア
ズ
間
口

3
5
2吋
D
O
H
J
Z
B
(出
回
三
日
)
の
五

O
ハ
イ
ド
の
地
を

譲
渡
せ
る
と
き
、
同
時
に
そ
の
近
傍
の
ス
ト
ウ
グ
盟
。
ぽ
の
一

O
ハ
イ
ド
の
地
を
、
「
ア
ル
プ
レ
ド
王
の
死
に
給
ひ
し
時
其
の
地
に
在
り

し
総
て
の
者
と
共
に
、

ま
た
同
じ
く
ア
ル
フ
レ
ド
王
の
死
に
給
ひ
し
時
ハ
ァ
ス
ト
ボ
ン
に
在
り
し
総
て
の
者
と
共
に
」
(
円

E
ロ
o
自
ロ

3
5

}
H
O
S
E
σ
5
2
E
-
E
E
m
w
円。

R
M
H
2
8片

ρ
E
E
c
h
H同

H
E
5
M向
。
げ

5
・
2
2
-
m
B
E
E
F
-
H
Z
。
B
E
E
m
T
E
Z守
口
回

A
E
Z
R

E
2
5仲
良

(
巧
居
間
・
)
・
ス
パ
ァ
セ
ル
ズ

(
巧
己
5
・
〉
両
地
と
の
交
換
に
お
い
て
、
永
久
に

(
S
官
尋
問
円
む
き
)
譲
渡
せ
る
と
こ
ろ
の
チ
ャ
ア
タ
(
九

C
O
)
、
そ
の
羅
旬
本
文
中
に

呂
田
忠
σロ
吉
凶
門
吉
田
口
仏
O

〉

5
1
0
a
B
M
各
位
。
、
チ
ズ
ル
ダ
ン
わ
宮
山
田

-as

ω-v山
円
。
白
ロ
凹

挿
入
せ
ら
れ
た
る
ハ
ァ
ス
ト
ボ
ン
の
チ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
の
語
義
務
に
関
す
る
、
オ
ウ
ル
ド
l

イ
ン
グ
リ
シ
ュ
に
て
書
か
れ
た
る
記
述
、

1]) 

担
に
そ
の
全
き
姿
容
を
以
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

抑
々
此
の
チ
ャ
ア
タ
は
、
始
め
シ
イ
ポ
ウ
ム
に
依
っ
て
そ
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
独
自
の
立
場
よ
り
、
前
記
》
河
内
q
h
札
ぎ
忌
諸
問
的

句
室
内
ど
た
さ
き
N
U
町
立
む
き
さ
さ
《
に
現
わ
れ
る
夫
れ
に
い
た
る
、

も
と
遠
く
古
ロ

l
マ
の
プ
ラ
エ
フ
ェ
ク
ト
ゥ

i
ラ
と
し
て
の
プ
リ
タ
ン
ニ

ア
の
ウ
ィ
ラ
に
そ
の
源
を
発
す
る
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
隷
属
的
農
村

i
マ
ナ
の
、
ア
ル
フ
レ
ド
大
王
段
階
を
析
出
す
る
に
恰
好
な
史
料
と

(町む

し
て
全
面
的
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

の
ち
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
依
り
そ
の
史
料
批
判

(ρ
戸
色
目
。
ロ
付
巳
tδ

を
通
じ
て
此
の
チ
ャ
ア



タ
の
本
源
性
(
d
門
的
胃

Em--のか
Z
R
)

が
疑
問
視
せ
ら
れ
、
前
記
オ
ウ
ル
ド
!
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
記
述
部
分
は
恐
ら
く
後
世
l
『
ノ
ル
マ

〈
位
〉

ン
征
服
』
前
夜
に
お
け
る
後
人
に
依
る
賢
人

Q
E
R℃
。
笠
宮
る
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
市
し
て
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
l
ド
フ
も
被
に
賛
意
を

表
し
つ
つ
、
シ
イ
ボ
ウ
ム
の
ご
と
く
此
の
記
述
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
ナ
発
展
史
上
の
‘
円

F
E
E
-。岡山
S
H
E
D
Q
B
R
}へ
と
し
て
役
立
た

し
む
る
能
わ
春
さ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
同
様
、
恐
ら
く
後
世
の
も
の
、
「
レ
グ
テ
ィ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
と
正
に
同
時

(

臼

)

(

削

出

)

代
の
、
ほ
ほ
第
十
一
世
紀
の
マ
ナ
の
慣
行
を
一
不
す
も
の
と
な
し
た
。
か
く
し
て
、
爾
後
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
、
更
に
は
『
英
国
史
史
料
集
』

(
間
山
)

第
二
巻
の
編
者
た
ち
ま
た
、
是
れ
を
以
て
「
レ
グ
テ
ィ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
(
後
者
は
一

O
五
O
年
頃
成
立
か
?
と
す
る
)

一
九
六
四
年
以
来
、
現
代
の
代
表
的
ロ
マ
ニ
ス
ト
ー
ブ
ィ
ン
パ
ァ
グ
は
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
史
料
批

(
白
山
)

判
の
跡
を
具
さ
に
検
討
し
、
之
を
逐
一
論
駁
し
て
、
以
て
シ
イ
ボ
ウ
ム
解
釈
の
復
興
を
企
図
し
て
い
る
。
執
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が

此
の
記
述
か
ら
い
ま
農
奴
制
の
全
面
的
開
華
i
体
制
的
確
立
と
い
っ
た
性
急
な
る
一
般
化
に
奔
ら
ざ
る
限
り
、
是
れ
を
ア
ル
プ
レ
ド
大
王

の
陳
述
史
料
と
見
た
の
で
あ
る
が
、

以
後
の
総
じ
て
後
期
ア
ン
グ
ロ
ウ
l

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
一
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
自
体
は
、
な
ん
ら
妨
げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
記
述

と
は
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

『
此
処
に
記
さ
れ
る
の
は
、
農
民
た
ち
円
阻
む
と
2
が
ハ
ア
ス
ト
ボ
ン
に
お
い
て
果
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
諸
々
の
奉
仕
の
義
務
鳴
3
F
N
Q

で

RMV之
内
ぬ
誌
な
ぎ
目
的
足
、
〔
彼
等
は
〕
秋
分
の
日
に
、
四

0
ペ
ン
ス
と
、
四
八
ブ
シ
ェ
ル
(
原
文
は

ホ
ッ
プ

教
会
制
定
の
六
ミ
タ
ン
也
九
円
凡
な
ミ
己
主
ぬ
る
の
エ
イ
ル
(
忽
布
の
入
ら
ぬ
麦
酒
〉
と
、

あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
各
ハ
イ
ド
毎
に

一
セ
ス
タ
(
|
一
一
一
グ
ォ
タ
?
)
の
パ
シ
用
小
麦
と

〔
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〕
。
〔
彼
等
は
〕
彼
等
自
身
の
〔
労
働
〕
時
間
内
に
三
エ
イ
カ
を
型
耕
し
、

そ
の
三
エ
イ
カ
に
彼
等
自
身
の

種
穀
を
以
て
播
種
を
行
い
、
〔
や
が
て
収
穫
の
暁
に
は
〕
彼
等
自
身
の
〔
労
働
〕
時
間
内
に
夫
れ
(
作
付
地
の
生
産
物
)

を
納
屋
に
運
搬

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は
、
三
封
度
の
大
麦
の
ガ
ヴ
ォ
ル
を
納
入
し
、
彼
等
自
身
の
門
労
働
〕
時
間
内
に
ガ
ヴ
ォ
ル
と
し
て
の
半
エ
イ

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
四



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
回
二

カ
の
牧
草
地
〔
の
草
刈
を
な
し
〕
、
夫
れ
(
刈
り
取
っ
た
牧
草
)

を
乾
草
の
山
に
積
み
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

又
ガ
ヴ
ォ
ル
と
し
て
の
荷

事
四
台
分
の
割
材
(
薪
)
〔
の
納
入
を
な
し
〕
、
彼
等
自
身
の
〔
労
働
〕
時
間
内
に
是
れ
を
山
と
積
み
上
げ
て
小
屋
掛
け
を
せ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
又
同
様
に
彼
等
自
身
の
門
労
働
〕
時
間
内
に
ガ
ゲ
ォ
ル
と
し
て
の
一
六
ヤ
ァ
ド
の
圏
靖
づ
く
り
〔
の
義
務
を
果
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
〕
。

而
し
て
復
活
祭
に
は
〔
彼
等
は
〕
二
匹
の
仔
羊
と
共
に
一
一
匹
の
雌
羊
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
但
し
そ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
若
い
羊
二
匹

を
成
羊
一
匹
に
〔
算
え
る
こ
と
を
得
ょ
う
〕
。
而
し
て
彼
等
は
彼
等
自
身
の
〔
労
働
〕
時
間
内
に
〔
領
主
の
飼
育
す
る
〕

羊
ど
も
の
洗
毛

を
巣
し
、
又
そ
れ
ら
羊
ど
も
の
毛
を
刈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
、
冬
至
に
一
週
間
、
復
活
祭
に
一
週
間
、
祈
願
節
に
一
週
間
と
、
都

合
三
週
間
を
除
い
て
、
彼
等
は
、
毎
週
、
命
、
ぜ
ら
る
る
ま
ま
に
働
か
門
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
〕
。
』

見
ら
る
る
如
く
、
比
の
凡
そ
無
味
乾
焼
、
簡
撲
な
る
記
述
か
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
可
成
り
の
程
度
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
に
、
当
時
の
四
季
を

通
じ
て
の
田
園
生
活
の
画
図
を
読
み
取
ろ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
当
時
チ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
が

比
処
に
記
録
さ
れ
て
い
る
如
き
諸
々
の
義
務
を
呆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
此
の
ハ
ア
ス
ト
ボ
ン
の
土
地
を
》

3
号
ミ
三
口

gD
《に

そ
れ
、
り
の
農
民
に
そ
の
生
産
手
段
と
し
て
一
定
量
の
土
地
を
占
有
せ
し
め
る
こ
と
へ
の
反
対
給
付
と
し

所
有
せ
る
所
の
領
主
は
、
い
ま
、

て
、
若
干
の
生
産
物
・
貨
幣
の
形
態
に
於
け
る
ガ
ヴ
ォ
ル
を
も
納
め
し
め
て
は
い
る
も
の
の
、
今
や
直
接
生
産
に
係
わ
る
所
の
労
働
の
形

態
に
於
け
る
ガ
ヴ
ォ
ル
を
よ
り
多
く
収
奪
し
て
い
る
、
と
一
式
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
而
も
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
際
、
比
の
ハ
ア
ス
ト

(
門
別
)

ボ
ン
の
チ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
が
、
か
の
「
レ
グ
テ
ィ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
の
イ
ェ
ブ
ウ
ル
た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
斯
く
の
如
き
労
働
地
代
|
|

領
主
制
的
土
地
所
有
が
よ
っ
て
以
て
自
己
を
実
現
す
る
経
済
的
形
態
で
あ
る
「
封
建
的
」
地
代
範
曙
の
う
ち
其
の
最
も
単
純
な
る
形
態
の

さ
3

討
さ
」

1
1
1と
り
も
な
お
さ
ず
、

賦
役
労
働

Q
忠
告
門
的
。
円
1
2
P
H
4吋
O
D白
山

B
山
門
与
を
、
い
ま
、
年
問
、
コ
一
週
間
を
除
き
、
領
主
に
依
っ
て
「
命
ぜ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
在
と

(
M
m
〉

無
制
限
に
収
奪
さ
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
、
是
れ
で
あ
る
。
即
ち
、
此
の
ハ
ア
ス
ト
ボ
ン
の



ナ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
の
場
合
、
そ
の
週
賦
役
(
当

SWEdg吋
}
♂
司

o
n
Z
P
2
0
5
3
1
1比
の
一
般
に
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
典
型
的
な

的
巾
】
同

i

的
5
S宮
山
口
閥
的
巾
立
た
る
ヴ
ィ
レ
ン
ミ
NNQ35旬

az--ω
山
口
の
基
本
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
な
す
封
建
地
代
の
形
態
は
、
少
く
と
も
量
的
に
、

未
だ
、
「
レ
ク
テ
ィ
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
の
イ
ェ
プ
ウ
ル
た
ち
の
場
合
の
如
く
、

週
ニ
目
、

l
i秋
季
・
春
季
の
農
繁
期
は
夫
々
三
日
と
一
宮

う
風
に
慣
習
に
依
っ
て
一
つ
の
不
変
数
に
固
定
せ
ら
れ
る
迄
に
は
到
っ
て
お
ら
ず
、
ま
さ
に
無
制
限
の
賦
役
守
口
問
0
5
2由。
5

3・o
E日

l

g悶
H
O
)

と
し
て
、
そ
こ
に
「
領
主
の
恐
意
」
(
S
N
§

ミ
E
h山
口
達
宮
N
)

が
貫
徹
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
、
斯
か
る

賦
役
に
於
て
、
ま
さ
し
く
封
建
的
労
働
地
代
の
初
発
的
形
態
を
見
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

比
の

ハ
ァ
ス
ト
ボ
ン
の
号
¥
尽
な
の
マ
ナ
の
場
合
、
そ
の
チ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
の
週
賦
役
は
、
果
し
て
、
「
レ
ク
テ
f
ト
ゥ
デ
ィ
ネ
ス
」
の
イ
エ

プ
ウ
ル
た
ち
の
週
賦
役
の
よ
う
に
、
彼
等
に
分
与
さ
れ
て
い
る
土
地
と
は
区
別
さ
れ
る
所
の
領
主
の
本
領
と
も
称
す
べ
き
土
地
!
|
彼
が

全
体
と
し
て
》
叫
誌
を
ミ
ミ
。

gq
《
に
所
有
す
る
土
地
の
内
そ
の
》
刊
誌
号
ミ
ミ
ロ
《
に
所
有
し
て
い
る
土
地
部
分
(
司
令
ミ

3
Rな
さ
刊
誌
出
品

に
於
て
、
実
現
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
1

例
え
ぱ
、
耕
作
労
働
に
就
い
て
、

(ω〉

内
に
さ
出
向
。
ミ
希
同
実
情
室
、
凡
な
三
エ
イ
カ
を
型
耕
し
、
そ
の
一
二
エ
イ
カ
に
彼
等
自
身
の
種
穀
を
以
て
播
種
を
行
い
、

い
ま
彼
等
は
、
「
彼
等
自
身
の
門
労
働
〕
時
間

門
や
が
て
収
穫
の

暁
に
は
〕
彼
等
自
身
の
〔
労
働
〕
時
間
内
に
夫
れ
.
(
作
付
地
の
生
産
物
)
を
納
屋
に
運
搬
」
す
る
、
と
一
式
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
チ
ェ

オ
ル
ル
た
ち
の
不
払
強
制
労
働
は
、

な
お
未
だ
、

領
主
直
営
地

Q
ミ
ミ

2h目白書.さ
.
S
F
含同吋
H
Z
D
0
・
ω丘
町
ロ
仏
)
に
於
て
な
さ
れ
る
所

の
本
来
的
に
領
主
の
た
め
の
剰
余
労
働
と
、
農
民
保
有
地

〈目白ミ
Q
N
L
~
~
む
き
さ
さ
"

目指知的白巳

Z
E
E伊
切
さ
巾
ヨ
ヴ
巾
田
宮
内
)
に
於
て
な
さ

れ
る
所
の
直
接
的
に
彼
等
自
身
の
宝
活
資
料
・
労
働
諸
条
件
の
再
生
産
の
た
め
の
必
要
労
働
と
に
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
明
確
に
区

別
さ
れ
得
る
両
部
分
と
し
て
は
実
存
し
て
い
な
か
っ
た
、

と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

然
、
り
ぽ
、
斯
か
る
ハ
ア
ス
ト
ポ
ン
の
チ
ェ
オ
ル
ル
た
ち
は
、
そ
の

6
片
山
崎
山
口
.
に
お
い
て
、
何
者
で
あ
っ
た
か
。

彼
等
は
、

そ
の
、
o
ュー

「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
四
三



「
始
メ
ニ
領
主
ア
リ
キ
」
?

二
四
四

間
宮
、
に
お
い
て
、
例
え
ば
ブ
イ
ン
パ
ア
グ
の
言
う
が
如
き

(
町
川
)

。ロ仲田
U

「
隷
属
的
な
祖
先
を
有
つ
保
有
農
」

G
m
gロ押印

d

司』

H
F
m
m一円
ii-叩
同
一
口
付
ぬ
れ
刊
。
ー

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

否
、
筆
者
に
は
決
し
て
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
彼
等
こ
そ
は
、
抑
々
も
と
ア
ン
グ
ロ
ウ
i

サ
グ
ソ
ン

に
お
け
る
「
自
由
な
小
土
地
所
有
L

た
る
ハ
イ
ド
的
土
地
所
有
の
主
体
と
し
て
の
自
立
的
農
民
で
あ
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
右
の
ス
ト
ウ
グ
の
チ
ャ
ア
タ
中
の
オ
ウ
ル
ド
1

イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の
記
述
部
分
の
冒
頭
に
「
各
ハ
イ
ド
毎
に

Q
H
E
N
S
3
宣
言
'

M

門
町
」
と
銘
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
い
ま
瞭
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
等
は
現
に
、
夫
々
一
円
イ
ド
1

1

シ
イ
ポ
ウ
ム
が
嘗
て
曲
解
し
た
よ
う

(

紅

)

に
一
ヤ
ァ
ド
ラ
ン
ド
で
は
決
し
て
な
く
l
l
s
の
土
地
の
保
有
者
た
る
と
こ
ろ
の
町
む
な
ミ
i
i
l
も
と
も
と
か
の
ロ

l
マ
帝
政
末
期
コ
ロ
ナ

l

ト
ゥ
ス
制
下
の
コ
ロ

l
ヌ
ス
た
ち
も
奴
隷
で
は
な
い
と
云
う
意
味
で
は
法
的
に
自
白
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
よ

!
i
i
tで
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

(
臼
)
但
し
、
比
の
名
辞
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
イ
ネ
王
法
典
に
は
現
わ
れ
ず
、
ウ
ェ
シ
ク
ス
王
国
興
隆
以
前
の
「
七
王
国
」
中
の
特
異
な
る
一
国

家
l
i
i
ケ
ン
ト
王
国
の
エ
ゼ
ル
ベ
ル
フ
ト
尚
吾
色
宮
吋
町
内
令
-
m
2
2
2
E
)
王
の
法
典
(
六
O
二
|
六
O
三
?
)
の
第
二
十
五
章
に
現
わ
れ
る
。

。
?
巴
&
四
円
富
山
口
P
H
U札
向
。
問
的
問

hhHFHU
仏
一
、
H，HHO門町内
r
b詰
円
な
ミ
ト

S
2・

r
∞同・

ha〉
件
同
町
三
UGH-D戸
M
m
Y
Mコ
』
£
ト

hH電
臼

wHM]γ

田
町
・
一
同
月
岡
・
均
九
柏
町
-

U
R
-
-
H・
ωm∞・

(
出
)
門
戸
白
σ
2
5
8
P
N
X砲
の
ご
ミ
h
p
p
U
2・山、
H，v
o
G
3
k宮
町
民
主
H町
肘

h
H
H
b
p
p
H
E
f
k
F
2
3
E
H
O
E問
Y
M
1ど
ト

ENg-
署
・

ω町内・
h
h
3
h
-
h
ξ
・

NVR・噌円、

ω
2・

(
日
)
前
掲
拙
著
、
第
一
篇
、
第
四
節
、
ま
た
前
掲
拙
稿
「
ア
ン
グ
ロ
t

サ
ク
ソ
ン
の
社
会
と
そ
の
封
建
化
」
、
参
照
。

(
弱
)
前
掲
拙
著
、
第
二
篇
、
な
、
り
び
に
前
掲
拙
稿
「
初
期
ア
ン
グ
ロ
u

サ
ク
ソ
ン
届
家
に
お
け
る
王
領
」
一
二
O
|
一
二
頁
、
お
よ
び
拙
一
橋
「
英
国
封
建

制
の
形
成
と
『
ノ
ル
マ
ン
征
服
』
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
、
二
六
|
八
頁
、
参
照
。

(
回
)
切
目
円
円

Y
門
リ
ミ
-HH恥
向
島
、
宮
ミ
匂
白

H。
昌
弘
町
民
草

u
T
Z
0
・
Hmw九日

(
s
u
-
N
E
H・〉

h
H
W同門戸
p

h
白
美
子
。
hw日
w
-
h
q
p
H
V
-
h
p
f
h
S川ι

向。
t
h白
H。
お
れ
4
E
E、同町、
u

h
・

。』
W晶
、
円
白
ヨ
ミ
見
。
円
』
ぎ
な
コ
白
色
・

kr・門い白
B
耳
目
口
同
白
円
叫
，

Z
切
広
三
田
町
〉

B
門同町

E
M『

(
F
o
E
C
P
H由吋
ω〉・

2
0
・
∞
(
宅
・
由

lHH)
・
本
文
中
括
弧
内
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